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令和 ５ 年 ７ 月 25 日

１　客を営業所に立ち入らせた直後（それ以前に当
　該酒類提供等営業に係る料金又は違約金等が生ず
　る場合にあっては、それらが生ずる前）には、酒
　類提供等営業に係る料金等を表示した書面その他
　の物を客に見やすいように示すこと。
２　指示期間は、30日間とする。

　酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な
取立て等の規制等に関する条例第９条第１項(指示)
　同条例第４条第２項(料金等の表示)

　愛　知　県　公　安　委　員　会

根 拠 法 令

処 分 者

酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例
に基づく違反店舗の公表内容
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